
 

令和６年塩尻市議会７月臨時会提出案件について 

 

Ⅰ 提出案件数 

 

提出案件 ７件   

事件案件 ２件   

予算案件 １件   

報告案件 ４件   

      

 

Ⅱ 提出案件の概要 

 

【事件案件】 

 

１ 塩尻市市民交流センター自立・分散型エネルギー設備等導入工事請負契約の締結について 

塩尻市市民交流センター自立・分散型エネルギー設備等導入工事に係る請負契約を締結することについて、

「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第２条の規定により、議会の議決を求め

るものです。 

（市民交流センター） 

２ 財産の無償譲渡について 

  財産を無償で譲渡することについて、「地方自治法」第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を

求めるものです。 

（健康づくり課） 



 

【予算案件】 

 

 令和６年度塩尻市一般会計補正予算（第４号） 

（財政課） 

 

【報告案件】 

 

１ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る７月２日に専決処分したので報告するものです。 

 (2) 概要 

ア 損 害 賠 償 の 額  ６，０３４ 円 

市側の過失割合 ４０パーセント 

イ 事故発生年月日  令和６年６月２日 

ウ 事 故 発 生 場 所  塩尻市大字洗馬 

           市道空港公園３号線 

エ 事 故 の 状 況   

市道空港公園３号線を南へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪を落とし、左側前輪のタイヤ

を破損したものです。 

（建設課） 

 

２ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る７月４日に専決処分したので報告するものです。 



 

 (2) 概要 

ア 損 害 賠 償 の 額  ３０７，２９３ 円 

市側の過失割合 １００パーセント 

イ 事故発生年月日  令和６年５月２４日 

ウ 事 故 発 生 場 所  塩尻市大門泉町 

国道１５３号 

エ 事 故 の 状 況   

公用車で、国道１５３号を北へ走行した際、高出交差点で信号のため停止していた相手方自動車に追

突し、当該自動車の車体後部を破損させてしまったものです。 

（生活環境課） 

３ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る７月５日に専決処分したので報告するものです。 

 (2) 概要 

ア 損 害 賠 償 の 額  ２，６４０ 円 

市側の過失割合 ３０パーセント 

イ 事故発生年月日  令和６年３月２６日 

ウ 事 故 発 生 場 所  塩尻市大字広丘高出 

市道野村大門線 

エ 事 故 の 状 況   

市道野村大門線を北へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部を避けようとした際、道路上にあった当

該欠損部の破片に接触し、左側前輪のタイヤを破損したものです。 

 



 

４ 損害賠償の額の決定の専決処分報告について 

 (1) 報告理由 

損害賠償の額の決定について、去る７月９日に専決処分したので報告するものです。 

 (2) 概要 

ア 損 害 賠 償 の 額  ２０，９１０ 円 

市側の過失割合 ３０パーセント 

イ 事故発生年月日  令和６年３月３０日 

ウ 事 故 発 生 場 所  塩尻市大字奈良井 

市道川入東線 

エ 事 故 の 状 況   

市道川入東線を北へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪を落とし、右側の前輪及び後輪のタ

イヤ及びホイールを破損したものです。 

（以上 建設課） 


